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《お問い合わせ》 

静岡県くらし交通安全課 

TEL 054-221-3714・FAX 054-221-5516 

http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110a/ 

しずおか防犯 検索 

縦
の
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ッ
ト
ワ
ー
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横のネットワーク 

○縦のネットワーク…各種団体・組織において「県－市町－地域」を垂直的につないでいるネットワーク 

○横のネットワーク…「県」「市町」「地域」の各レベルで、様々な活動に取り組む多様な団体・組織を水平的につなぐネットワーク 
犯
罪
不
安
０
（
ゼ
ロ
）
運
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マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
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「ま
ち
ね
こ
ゼ
ロ
」 

「横」と「縦」の「安全・安心ネットワーク」で 

情報の共有化と取組の連携を強化し 

犯罪を生まない、犯罪に対して隙を与えない 

地域づくりを目指そう！ 

「防犯まちづくり」とは？ 

県民、行政、警察、学校、事業所等が一体となって、地域における

自主的な防犯活動を推進するとともに、犯罪の起きにくいまちづくり

を進める取組をあらわした言葉です。 

県民一人ひとりが、出来ることから取り組んでいくことが大切です。

人材育成 環境づくり 

情報提供 
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対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年 

・刑法犯認知件数 63,008 件 

・犯罪遭遇に不安を感じる県民の割合 80.3% 

防犯まちづくり行動計画（平成 15 年 9 月策定） 

平成 25 年 

・刑法犯認知件数 29,395 件 

・犯罪遭遇に不安を感じる県民の割合 58.1% 
（H24 年度調査）

基
本
方
向 

ひとづくり 

ネットワークづくり 

まちづくり 

防犯まちづくり行動計画（平成 22～25 年度）

５
つ
の
重
点
項
目 

○地域防犯を担う人材の育成 

○情報提供の充実 

○子ども・女性・高齢者等の安全確保 

○犯罪防止に配慮した環境づくり 

○事業者との連携 

 

最重点項目 「子ども・女性・高齢者等の安全確保」 

目   的 「犯罪の起きにくい社会づくり」 

県民との協働による防犯まちづくり 防犯まちづくりの持続的な推進 

防犯まちづくり条例（平成 16 年 4 月施行） 

 

施策の 

根拠 犯罪の起きにくい防犯まちづくりに県民が一丸となって取り組む 

計画の目標 
「刑法犯認知件数 27,000 件以下」 

（県民に身近な９罪種 7,700 件以下） 

○刑法犯認知件数が減少するなかでも… 

・振り込め詐欺をはじめとする「特殊詐欺」 

⇒件数・金額ともに増加 

オレオレ詐欺は高齢者の女性の被害が多い 

・犯罪の前兆となる「子ども・女性に対する声かけ事案」 

⇒Ｈ２５は 1,707 件（前年から 214 件増）

・スマートフォンの普及など「ネット社会の急激な拡大」 

⇒いじめの日常化・被害者、加害者の低年齢化 

これまでの静岡県における防犯まちづくりの流れ 

〈防犯まちづくり有識者懇談会の提言・H25.12 月〉 

○これまでの取組の評価 

・方向性は基本的に正しいが、まだ改善の余地がある。 

○課題 

・防犯活動を高齢者に依存している体制からの脱却 

・地域の絆を強化した、隙のない地域づくり 

・県民の隅々まで届く情報伝達のネットワークづくり 

※９罪種…自転車盗、オートバイ盗、自動車盗、空き巣、忍び込み、

居空き、ひったくり、強制わいせつ、公然わいせつ 

施  策  の  柱 

 

 

 

防犯アドバイザーのスキルアップや

新たな人材の発掘に努めるとともに、10

年先の子ども・女性・高齢者等の安全

確保を見据え、小・中学生及び高校生

の規範意識や防犯意識を高め、次世代

しずおかの安全・安心を担う人材の育

成を推進します。 

◇子どもの体験型防犯講座の実施 

◇大人も含めた情報モラル教育 

の推進 

◇防犯アドバイザーの新規登録 

 

 

 

事業者、学校、及び自治体やその土

台となる地域住民との連携を更に強化

していくとともに、若い世代を取り込んだ

防犯に関するネットワークを構築し、子

ども・女性・高齢者等を狙った犯罪が起

きにくい環境づくりを推進します。 

◇高校・大学生による自主防犯ボランティア 

活動への参加促進 

◇防犯まちづくり県民会議の活動促進 

◇防犯に配慮した都市基盤の 

整備促進 

 

 

 

情報伝達のネットワークづくりや県民

のニーズにあった情報発信を心がける

ことで、県民の感度がより高まるように

努めるとともに、子ども・女性・高齢者等

に対する地域における見守り力を向上

させるため、地域で活動する団体との

情報共有を推進します。 

◇多様な媒体を通じた適切な防犯情報の提供

◇学校、警察、地域の連携強化 

◇友愛訪問や安否確認などの 

活動促進 

計 画 期 間 「平成 26 年度から平成 29 年度までの 4 年間」 

基本的視点 

として継続 

刑法犯認知件数 

11 年連続減少 

人材育成 情報提供 環境づくり


